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茅ヶ崎都市計画道路３・３・４号倉見大神線 
 

茅ヶ崎都市計画道路３・３・４号倉見大神線は、寒川町倉見の県道４６号（相模原茅ヶ崎）

から相模川を渡河して平塚市大神の国道１２９号に至る都市計画道路倉見大神線の一部を構

成するもので、寒川町倉見の県道４６号（相模原茅ヶ崎）を起点とし、平塚市との行政界を

終点とする延長約６４０ｍの幹線街路です。 
本路線は、県央・湘南都市圏の道路網の骨格を形成し、地域の交流を促進するとともに、

平塚市大神地区と寒川町倉見地区で取組が進められている環境共生都市ツインシティのまち

づくりを支える重要な道路です。 

また、平成２８年１１月に告示した「茅ヶ崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」においては、おおむね１０年以内に整備することを予定する主要な施設に位置付け

ています。 
さらに、「寒川町都市マスタープラン」においては、主要幹線道路の一つに位置付け、「さ

がみ縦貫道路のインターチェンジに町内外地域からアクセスする路線については、早期整備

の実現を働きかけます。」とされています。 
今回、県央・湘南都市圏における東西方向の道路網の強化を図るために本路線が４車線の

幹線道路網の一部を構成することとなり、これに合わせて平塚市大神地区と寒川町倉見地区

を連絡する公共交通部の運用を再検討し、事業実施に向けて詳細な検討を行った結果、道路

構造の見直しが必要となったことから、本路線の区域及び幅員を変更するものです。 


